
  

 

 

令和６年２月２６日 

入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札（政府調達協定対象外）に付します。 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介 

 

１ 工事概要 

(1) 工 事 名：＃２３体育館便所改修工事 

(2) 工事場所：陸上自衛隊幌別駐屯地 

(3) 工事内容：仕様書のとおり 

(4) 工  期：令和６年１０月３１日(木)まで 

 (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条及び第 71条

の規定に該当しない者であること。 

(2)  防衛省における令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」

という。）のうち、「建築一式工事」又は「管工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参

加を希望していること。（会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。） 

(3)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。 

(4)  防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級（資格審査結果通知書の記３の等級）がＤ

等級以上であること又は防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級（資格審査結果通知書の記

３の等級）がＣ等級以上であること。 

(5) 平成２０年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「建築

一式工事」又は「管工事」を施工した実績を有すること（建設共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

 (6)  (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事 

で評定点６５点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者 

(7)  次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事

に専任で配置できること。 

ア 「建築一式工事」又は「管工事」に係る監理技術者等となりうる資格、又はこれと同等以上

の資格を有する者である。 

イ 平成２０年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である（原則、着工

から完成まで従事している。）。 

なお、当該経験が完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の  

発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 

(8) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等 

に係る指名停止等の措置要領について」（防整施（事）第 150号。28．3．31）に基づく指名停 



  

 

止を受けていないこと。 

(9)  上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該

共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある

建設業者でないこと。 

(10)  入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係が

ある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 

(11)  北海道に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業種）に基づく本店、支店及び営業所が所

在すること。 

(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、

当該状態が継続している有資格業者でないこと。 

(13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 

 

３ 入札手続等 

(1) 担当部署 

  ア 入札に関する事項  

    〒059－0024 北海道登別市緑町３丁目１番地 

陸上自衛隊幌別駐屯地 第３２３会計隊幌別派遣隊 担当：中島 

TEL 0143－85－2011（内線：345）、FAX 0143－85－2011（内線：406） 

  イ 仕様書等に関する事項 

    〒059－0024 北海道登別市緑町３丁目１番地 

陸上自衛隊幌別駐屯地 幌別駐屯地業務隊管理科営繕班 担当：吉田 

TEL 0143－85－2011（内線：317）、FAX 0143－85－2011（内線：408） 

(2) 入札説明書の交付期間等 

ア 交付期間 

令和６年２月２６日(月)から令和６年３月１８日(月)まで（行政機関の休日に関する法律

（昭和 63年法律第 91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」

という。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

イ 交付場所 

(1)の担当部署及び北部方面会計隊ホームページにおいて交付を行う。 

郵送等を希望される場合は、実費負担とする。（着払いで郵送） 

(3) 申請書及び資料の提出期限等 

ア 提出期限 令和６年３月１８日(月) 午後５時 

イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同  

等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）する。 

 (4) 入札書の提出期限等 

ア 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送等する。 

イ 郵送受領期限 令和６年４月９日(火) 午後５時 

    郵便等による入札は事前に契約担当官へ通知をするものとする。又、郵便による入札の場合、

件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印し、「＃２３体育館便所改修工事入札書在中」と

記載した封筒に入れて、書留郵便（簡易書留可）等の配達記録が確認出来る手段をもって幌別

駐屯地第３２３会計隊幌別派遣隊に必着させること。この際、電話にて担当者に到着の確認を

行うこと。 

(5) 開札の日時及び場所 

ア 日 時：令和６年４月１０日 (水)午前１０時００分 

イ 場 所：陸上自衛隊幌別駐屯地 会議室（本部隊舎１階） 

４ その他 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金：免 除（但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の１００分の５以



  

 

上を違約金として徴収する。） 

(3) 契約保証金：免 除（但し、落札者は、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関、保証事業

会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付するものとする。

また、落札者が契約を履行しないときは、落札金額の１００分の１０以上を違約金として徴収す

る。なお、契約保証金の保証金額又は保険金額は、請負代金の１０分の１（予決令第 86条の調査

を受けた者との契約については請負代金額の１０分の３）以上とする。 

 (4) 入札の無効 

次に掲げる入札は無効とする。 

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 

イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

ウ 入札に関する条件に違反した入札 

エ 入札書及び工事費内訳明細書が提出期限に遅れた者の入札 

オ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札又は、入札金額が訂正され 

た入札 

カ ＦＡＸ、電信及び電話による入札 

キ 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札 

(5) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。 

 (6) 落札者の決定方法は、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価

格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら

れるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり

著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の

者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

なお、最低入札者が２人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。又、入札書に記載さ

れた金額に該当金額１０％に相当する額を加算した金額（該当金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) 再度の入札は直ちに実施する。ただし、郵便入札等を含む入札において、再度入札を行う場合

は、令和６年４月１５日 (月)午前１０時に実施する。この際、郵便による入札書及び工事費内訳

明細書は、令和６年４月１２日 (金)午後５時までに幌別駐屯地第３２３会計隊幌別派遣隊に必着

とする。 

 (8) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予

定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術

者等の変更を認めない。 

(9) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調

査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第 86条の調査（以下「低入札価格調査」

という。）を行うので、協力しなければならない。 

(10)  入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する

工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 

(11)  契約金額３００万円以上の場合、希望により１０分の４以内で前金払を使用することができる。

但し、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を契約金額の１０分の２以

内とする。 

(12)  契約書作成の要否 

落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成するものとする。 

(13)  必要により申請書及び資料のヒアリングを行う｡ 

(14)  競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 



  

 

上記２(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記３(3)により申請書及

び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格

付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

(15) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。 

(16)  詳細は、入札説明書による。   

 

５ 公告掲示場所 

(1) 掲示場所 北千歳・南恵庭・北恵庭・幌別駐屯地及び登別商工会議所 

(2) 北部方面会計隊ホームページ http：//www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html 

(3) 掲示期間  令和６年２月２６日(月)～令和６年４月１０日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

入 札 説 明 書 

 

第３２３会計隊幌別派遣隊の＃２３体育館便所改修工事に係る入札公告（建設工事）に基づく入札

等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 

１ 入札公告日：令和６年２月２６日（月) 

 

２ 契約担当官等 

分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地 第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介 

〒059－0024 北海道登別市緑町３丁目１番地 

 

３ 工事概要 

(1) 工事名 

＃２３体育館便所改修工事 

(2) 工事場所 

北海道登別市緑町３丁目１番地 陸上自衛隊幌別駐屯地 

(3) 工事内容及び工事範囲 

仕様書のとおり 

(4) 工 期 

令和６年１０月３１日(木)まで 

(5) 使用する主要な資機材 

   仕様書のとおり 

 (6) その他 

ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 

イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、

手続きの詳細は、別紙第１「数量公開の説明書」を参照するものとする。 

 

４ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条及び第 71条

の規定に該当しない者であること。 

(2)  防衛省における令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」

という。）のうち、「建築一式工事」又は「管工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参

加を希望していること。（会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。） 

(3)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。 

(4)  防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級（資格審査結果通知書の記３の等級）がＤ

等級以上であること又は防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級（資格審査結果通知書の記

３の等級）がＣ等級以上であること。 

(5) 平成２０年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「建築

一式工事」又は「管工事」を施工した実績を有すること（建設共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

 (6)  (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事



  

 

で評定点６５点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者 

(7)  次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事

に専任で配置できること。 

ア 「建築一式工事」又は「管工事」に係る監理技術者等となりうる資格、又はこれと同等以上

の資格を有する者である。 

イ 平成２０年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である（原則、着工

から完成まで従事している。）。 

なお、当該経験が完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の

発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 

(8) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等

に係る指名停止等の措置要領について」（防整施（事）第 150号。28．3．31）に基づく指名停止

を受けていないこと。 

(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当 

する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。）。 

なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得

書第６条第２項の規定に抵触するものでない。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第

2条第 3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一方が会社更生法第 2条

第 7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第 2条第 4号に規定

する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号）第 2条第 3項

第 2号に規定する会社等をいう。）である場合は除く。 

(ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、(ｱ)については、会社の一方が更生会社又は  

民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

(10) 北海道に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業種）に基づく本店、支店及び営業所が所

在すること。 

(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、

当該状態が継続している有資格業者でないこと。 

(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 

 

５ 担当部署 

(1) 入札に関する事項  

   〒059－0024 北海道登別市緑町３丁目１番地 

陸上自衛隊幌別駐屯地 第３２３会計隊幌別派遣隊 担当：中島 

TEL 0143－85－2011（内線：345）、FAX 0143－85－2011（内線：406） 

(2) 仕様書等に関する事項 

   〒059－0024 北海道登別市緑町３丁目１番地 

陸上自衛隊幌別駐屯地 幌別駐屯地業務隊管理科営繕班 担当：吉田 

TEL 0143－85－2011（内線：317）、FAX 0143－85－2011（内線：408） 



  

 

６ 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、

申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。 

また、４(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合

において、４(1)、(3)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時におい

て４(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認す

るものとする。 

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記４(2)及び(4)に掲げ

る事項を満たしていなければならない。 

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争

に参加することができない。 

申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 

ア 提出期間 

令和６年２月２６日(月)から令和６年３月１８日(月)まで（行政機関の休日を除く）の毎日

午前８時１５分から午後５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。） 

イ 担当部署に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）

（以下「郵送等」という。）する。 

ウ 提出場所５に同じ。 

(2) 申請書は、別紙第２「標準競争参加資格確認申請書作成要領」により作成すること。 

(3) 資料は、次に従い作成する。 

なお、アの実績及びイの経験については、平成２０年度以降入札公告日までに工事が完成し、

引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績（付紙第２）」に記

載する工事及び「配置予定の技術者（付紙第３）」に記載する工事が、防衛省発注機関（旧防衛施

設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書

又は工事成績評定通知書の写しを添付する。 

ア 同種の工事の施工実績 

上記４(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、付紙第２に記載 

すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。 

イ 配置予定の技術者 

上記５(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経 

験及び申請時における他工事の従事状況等を、付紙第３に記載すること。記載する同種の工事

の経験の件数は１件でよい。 

なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載するこ

ともできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支

えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができ

なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを

行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができない

にもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に

基づく指名停止を行うことがある。 

入札後、落札者決定までの期間（予決令第 86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）

期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが

できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認

められた場合には、当該入札を無効とする。 

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な

行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

 

 



  

 

ウ 工程表 

アの実績が防衛省の発注した工事以外の者については、工程管理が適切であることを判断で

きる工程管理の技術的事項に対する所見を付紙第４に記載すること。 

エ 契約書の写し等 

施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資 

料を提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ－の「工事実

績情報サ－ビス（CORINS）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

 (4) 競争参加資格確認資料のヒアリング 

必要に応じ競争参加資格確認資料のヒアリングを行う。 

(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返

信用封筒により、令和６年３月２６日(火)までに通知する。 

(6) その他 

ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しな

い。 

ウ 提出された申請書等は、返却しない。 

エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

オ 申請書等に関する問い合わせ先は上記５に同じ。 

(7)  情報保全に係る履行体制についての確認 

平成２８年４月１日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成（完了）

した実績を有している者は別紙第３の誓約書を提出し、有していない者は別紙第４の誓約書を

提出すること。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理

由について､次に従い説明を求めることができる。 

ア 提出期限：令和６年４月１日(月) 午後５時 

イ 提出場所：上記５に同じ。 

ウ 提出方法：書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けな

い。 

(2) 契約担当官等は説明を求められた場合、令和６年４月５日(金)までに説明を求めた者に対し書

面により回答する。 

 

８ 入札説明書に対する質問 

(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。 

ア 提出期間：令和６年２月２６日(月)から令和６年３月１８日(月)まで（行政機関の休日を除

く。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。ただし、持参する場合は正午から午後１時

までの間を除く。 

イ 提出場所 上記５に同じ。 

ウ 提出方法 書面（様式は自由）により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け 

付けない。 

(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 

ア 期  間：令和６年２月２６日(月)から令和６年３月１８日(月)まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。 

イ 場 所：上記５に同じ。 

 

 

 



  

 

９ 入札方法等 

(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。 

(2) 入札書の提出期間、提出場所等 

ア 提出期限 

令和６年４月９日(火)午後５時まで 

イ 提出場所 

上記５に同じ。 

ウ 提出方法 

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札

件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを１

つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持

参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同

封する。 

また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに

担当部署に電話連絡する。 

なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入

札者は入札を辞退したものとみなす。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

(4) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。ただし、２回目の入札において落札者がいな

い場合は、３回目の入札を執行する場合もある。なお、予算令第 99条の 2の規定による随意契約

は、特別な場合を除き適用しない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金：免 除（但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の１００分の５以

上を違約金として徴収する。） 

(2) 契約保証金：免 除（但し、落札者は、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関、保証事業

会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付するものとする。

また、落札者が契約を履行しないときは、落札金額の１００分の１０以上を違約金として徴収す

る。なお、契約保証金の保証金額又は保険金額は、請負代金の１０分の１（予決令第 86条の調査

を受けた者との契約については請負代金額の１０分の３）以上とする。 

 

11 工事費内訳明細書の提出 

(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書

面を提出しなければならない。 

(2) 工事費内訳明細書の作成方法 

ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目（直接工事費、共通仮設費、現場経

費、一般管理費等）を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した

数量書に対応する摘要（土木工事にあっては規格・寸法、数量、） 単位、単価、金額等を記載

したものとする。 

イ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表

者氏名（紙入札方式による場合は、必ず押印する。）並びに発注者名及び工事名を記載し、表

紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。 

 

 



  

 

(3) 工事費内訳明細書の提出方法等 

ア 提出期間 上記９(2)アに同じ。 

イ 提出方法 上記(2)ウを参照 

ウ 提出場所 上記５に同じ。 

(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 

(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 

(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別紙第５「工事費内訳明細書の無効に該当する事項」の各項

に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、

当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。 

(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 

 (8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。 

この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。 

(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるもの

ではない。 

 

12 開 札 

(1) 開札の日時及び場所 

ア 開札日時：令和６年４月１０日 (水)午前１０時００分 

イ 開札場所：陸上自衛隊幌別駐屯地 会議室（本部隊舎１階） 

(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただ

し、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立

ち会わせて行う。 

(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。 

(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無

を電話により確認するものとする。 

(5)  再度の入札は直ちに実施する。ただし、郵便入札等を含む入札において、再度入札を行う場合

は、令和６年４月１５日 (月)午前１０時に実施する。この際、郵便により入札書及び工事費内訳

明細書は、令和６年４月１２日 (金)午後５時までに幌別駐屯地第３２３会計隊幌別派遣隊に必着

とする。 

(6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認 

入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、

別紙第６から別紙第９までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおお

むね３営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出された資料では情報保全に係る履

行体制について 適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求め、ヒアリン

グを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否し

た者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確

認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。 

 

13 入札の無効 

(1) 次に掲げる入札は無効とする。 

ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札 

イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において

４に掲げる資格のない者のした入札 

オ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札又は、入札金額が訂正された

入札 

カ ＦＡＸ、電信及び電話による入札 



  

 

キ 入札開始時間に遅れた者による入札 

ク 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札 

(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

 

14 落札者の決定方法 

(1) 予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その

者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその

者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価

格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

 (2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじへ

移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 

(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査

基準価格」という。）を下回る場合は低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。 

 

15 配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、発注者支援デ－タべ－ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反

の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置

予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、

４(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならな

い。 

 

16 別に配置を求める技術者 

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をも

って契約する場合においては、契約の相手方が第３２３会計隊幌別派遣隊で入札日から過去２年以

内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監

理技術者とは別に、４(7)に定める要件と同一の要件（４(7)イに掲げる工事経験を除く。）を満た

す技術者を、専任で１名現場に配置することとする。 

(1) ６５点未満の工事成績評定を通知された者 

(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請

求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。 

(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚

起を受けた者 

(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者 

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の

通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 

 

17 契約書作成の要否等 

別紙第１０「契約書案」により、契約書を作成する。 

 

18 前払金 

契約金額３００万円以上の場合、希望により１０分の４以内で前金払を使用することができる。 

 

19 火災保険付保の要否 

  要 



  

 

20 再苦情申立て 

契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は７(2)の回答を受

けた日の翌日から起算して７日（行政機関の休日を除く。）以内に、書面により、契約担当官等に

対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審

議を行う。提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記５に同じ。 

 

21 関連情報を入手するための照会窓口 

上記５に同じ。 

 

22 その他 

(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。 

(3)  申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが

ある。 

(4)  落札者は６(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。 



作成者

仕様書

番　号
図 番

１

工事企画主任

吉 田 真 実

図　　名 表 紙

業 務 隊 長 管理科長 営繕班長 施設管理係管財係木工係長ﾎﾞｲﾗｰ係長電気係長給排水係長

幌別駐屯地業務隊管理科
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長尺ｼｰﾄ（厚2㎜）

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

仕様書 縮 尺 ―

工事関係者以外不許複製

１

Ⅱ．場　　所　　：登別市緑町３丁目１番地　陸上自衛隊幌別駐屯地

仕 様 書

項　目 事　　　　　　　　　　　　　　　項章

２

　　　　　　　　　(3) 電気設備工事（照明器具、コンセント改修）　　　　　　一式

Ⅲ．概　　要　　：(1) 建築工事（トイレブース、内装改修）　　　　　　　　　一式

　　　　　　　　　(2) 機械設備工事（衛生設備具、配管改修）　　　　　　　　一式

　　　　　　　　　(4) 撤去工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

　労働安全規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図ること。

　 (社）公共建築協会「工事写真の撮り方（改訂第２版）」を参考に整理する。

　完成後、工事範囲における瑕疵期間は1年間とし、本工事で使用した部品等については、ﾒｰｶｰの保証による。保証期間（14）

　情報漏洩防止について責任をもって徹底するものとする。このため、関係書類・図面等の作成等を行うﾊﾟｿｺﾝ・電子

記憶媒体の管理を適正に行い、ﾌｧｲﾙ交換ｿﾌﾄをｲﾝｽﾄｰﾙしていないものを使用する。

　（ ｶﾗｰ ）　 （ｱﾙﾊﾞﾑ等張付け）

各1部　ｻｰﾋﾞｽ判　

完成時

工事中

着工前

分　類

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの場合は、200万画素以上とする。

備　　　考焼付部数規　格

　請負者は、本工事の特性、必要とされる強度、耐久性、機能の確保、ｺｽﾄ等に留意しつつ、環境物品等の調達を推

進し、それにより材料を変更する場合は、監督官と協議する。

同等以上であることの証明書等を請負業者の負担において提出する。

　　写しを提出する。

（2） 産業廃棄物は確実に関係法令等に基づき適切に処分し、処分完了後、監督官へ産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）の

（1） 金属類は監督官の指定する場所に集積し、発生材調書を作成、監督官へ提出する。

（5） 必要以上の箇所に損傷を与えてはならない。損傷を与えた場合は請負業者の責任において原型に復する。

（4） その他部隊側の諸規則、指示に従い延滞なく行う。

（3） 現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。

（2） 出入り口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。

（1） 現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。

については監督官と協議する。

　本工事の材料仕様は、本特記事項による他、共通仕様書の定めるところに従うものとし、これらに定めのない事項

　仕様書及び図面との内容に相違ある場合や明示ない場合又は疑いを生じた場合には、すべて監督官と協議する。

　本工事に使用する材料は、材料表に示すJIS又は同等以上の品質・規格を有するものとし、JIS以外のものはJISと

　施工に際し現場の収まり、取り合わせ等の為に位置又は工法を多少変え、それによる数量を幾分増減する等軽微な

変更をする場合は、請求金額及び工期について変更はしない。

　本工事に使用する材料は、監督官の検査を受け、合格したものを使用する。

疑 義（３）

軽微な変更（４）

材 料（５）

材料検査（６）

現場管理（７）

安全管理（８）

　施工に先立ち、実施工程表を作成し監督官の承認を受ける。提出書類は監督官の指示に従い提出する。

　完了に関しては、現場の後片付け清掃などを行う。

　電気・水道は、請負業者の負担において準備する。

写 真（９）

提出書類（10）

電気・水道

後片付け

（12）

（11）

発 生 材（13）

事　　　　　　　　　　　　　　　項項　目章

一

般

共

通

事

項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）１ 総 則

施 工（２）

・　建築工事編

国土交通省

公共建築工事標準仕様書

・　機械設備工事編

・　電気設備工事編

国土交通省

公共建築改修工事標準仕様書

・　建築工事編

・　機械設備工事編

・　電気設備工事編

国土交通省

公共建築設備工事標準図

・　機械設備工事編

・　電気設備工事編

　仕様書、図面及び下記の標準仕様書･共通仕様書（最新版）に基づき、入念に施工する。

検　　査（16）

行う。

　本工事終了後、仕様書及び図面などに基づき、請負業者・監督官が立会いの上、検査官が指定した日時に

（15） 施工管理 　本工事において、元請負業者が下請負業者と工事下請負契約を締結し工事を施工・完成させる場合は、施工

体制台帳を作成し監督官に提出する。

２
建

築

工

事

特

記

事

項

一
般
共
通
事
項

（17） 工事実績
情報の登録 　請負金額が500万円以上の工事については登録する。登録先：(一財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ

（１） 防水工事

（２） 木 工 事

　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類は、JIS A 5758（建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材）で被着体に応じたものを使用する。

　使用する材料はJAS規格品の松、杉又は同等品以上とする。

（３） 金属工事 　軽量鉄骨壁下地材はJIS A 6517、種類は50形、ｽﾀｯﾄﾞ間隔は300㎜程度とする。

（４） 建具工事

（2） 施工の際は現地にて実測・採寸を行い体裁よく取り付ける。

（3） 建具に使用するｶﾞﾗｽはJIS規格品とし、ｶﾞﾗｽとめ材はﾒｰｶｰ仕様とする。

（５） 塗装工事 （1） 使用する材料はJIS規格品とする。

厚 さ種 類工事場所

（６） 内装工事

便所（天井面）

廊下（壁面）

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

（2） 天井面の素地ごしらえの種類はB種とし、EP-G塗装の種別はB種とする。

 6.0㎜

12.5㎜

参照ﾒｰｶｰ

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

規 格品 名

ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 東リ㈱

（2）本工事に使用するﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄは下記に示したもの、又は同等品以上とする。

（1） 本工事に使用するﾎﾞｰﾄﾞ類はJIS規格品とし細部は下記のとおりとする。

品 名 規 格 参照ﾒｰｶｰ

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

規 格 参照ﾒｰｶｰ品 名

大型陶板製床材 ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ・ﾌﾛｱUP（薄型） TOTO㈱

（3）本工事に使用する汚垂石については下記に示したもの、又は同等品以上とする。

（4） 本工事に使用する壁ﾊﾟﾈﾙについては下記に示したもの、又は同等品以上とする。

（3） 壁面の素地ごしらえの種類はB種とし、EP塗装の種別は図示とする。

16

（1） 製作に先立ち、施工図等を監督官に提出し、承認を受けること。

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

耐擦り傷性ﾒﾗﾐﾝ化粧板（厚0.95㎜）ﾒﾗﾐﾝ化粧板
ｱｲｶ工業㈱

浴室・水廻り用化粧板 ﾊｲｸﾞﾛｽ（鏡面）（厚3.2㎜）

その他工事

ﾒﾗﾐﾝMDF（ﾊﾟﾈﾙ厚30㎜）

脚 部表面の材質等

ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾄﾞｱｴｯｼﾞ

ｱﾙﾐ押出形材

備 考

棚板設置

（2） 本工事に設置するﾄｲﾚﾌﾞｰｽは下記に示したもの、又は同等品以上とする。

　　　　※　細部については図示又はﾒｰｶｰ仕様によるものとし、製作・施工の際は現地にて実測・採寸を

　　　　　行うこと。

（1） 本工事に使用する天井点検口の材種はｱﾙﾐ製、寸法は600×600㎜とする。

Ⅰ．件　　名　　：＃２３体育館便所改修工事

　本仕様書は、陸上自衛隊幌別駐屯地において実施する「＃２３体育館便所改修工事」において必要な項目を制定する。

＃２３体育館便所改修工事

（７）

令和６年２月９日
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作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺 ―

工事関係者以外不許複製

仕 様 書

事　　　　　　　　　　　　　　　項章

２ 機

械

設

備

工

事

特

記

事

項

（１） 配管工事 （1） 本工事に使用する材料は下記のとおりとする。

備 考品 名 規 格

給水管

排水管

通気管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PB)

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) JIS K 9798

JWWA K 132

配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） JIS G 3452

品 名

（2） 本工事に使用する管の接合の種類については下記のとおりとする。

給水管

規 格 備 考

JWWA K 150水道用ライニング鋼管用管端防食形継手

排水管

通気管

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 JIS K 6739

（3） 配管は、管の収縮を妨げないようにし、均整な勾配を保ち、逆勾配、空気だまり等循環を阻害する恐れ

　　のある配管をしない。

（4） 既設配管と接続する場合、必要に応じて絶縁処理を施す。

（5） 給水管は圧力値（製造者の規定）による水圧試験を実施する。

保温厚区 分 保 温 の 種 別

（２） 保温工事 　本工事の保温種別等については下記による。

給
排
水
衛
生
設
備

管(

継
手
を
含
む)

給水管 ｄ (ﾊ) Ⅶ 20㎜ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

１保 温 筒

２粘着ﾃｰﾌﾟ

３ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

４着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

塗装工事 　本工事の塗料種別等については下記による。

塗装箇所

通気管
露出部

（SGP-白）

状態 規格名称 種別 塗数

一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ ２回

１回２種

１種

（３）

（４） 空気調和

設備工事

　本工事に使用する換気扇は下記に示したもの、又は同等品以上とする。

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

品 名

ﾀﾞｸﾄ用換気扇（低騒音形）

ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

規 格

VD-20Z13

P-10SW2

参照ﾒｰｶｰ

三菱電機㈱

備 考

（５） 給 排 水

衛生設備工事

　本工事に使用する衛生器具類は下記に示したもの、又は同等品以上とする。

接続金物等含む

取付金具、　　

壁掛洗面器

品 名 規 格

L710C

化粧鏡 YM358AC

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓

止水栓 TLC4A1

壁排水ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟ TLDP1101J

床置腰掛便器 CS494J

自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ TEVN30EC

ｳｫｼｭﾚｯﾄ TCF5830ADS

棚付２連式紙巻器 YH701

壁掛け小便器 UFH570

小便器自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ TEA62ADFS

参照ﾒｰｶｰ 備 考

駐屯地配置図　S=1:X

正門
▲

案内図　S=1:X
柏
木
町

美
園
町

水
元
町

幌別駐屯地
富
岸
町

室　蘭　市
天
神
山

神
代
町

登別室蘭IC

幌
別
町

桜
木
町

富
岸
川

室
　
蘭
　
本
　
線

片
倉
町

幌
別
ダ
ム

△
カムイヌプリ

千
歳
町

鷲別岳
△

室
蘭
工
業
用
水
池

川
上
町

富
浦
町

登　別　市鷲別久来馬川 来
馬
町

来
馬
川

来馬演習場 札
内
町

鉱
山
町

中
登
別
町

上
登
別
町

監督官常駐建物工事実施建物

入門受付

備 考

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

（1） 本工事で使用する配線器具類はJIS規格品とする。

（2） 本工事に使用する照明器具等は下記に示したもの、又は同等品以上とする。

電力設備工事電
気
設
備
工
事

品 名 規 格 参照ﾒｰｶｰ

　　　　※細部についてはﾒｰｶｰ仕様による。

人感ｾﾝｻｰ内蔵型LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱
取付金具、　　

接続金物等含む

ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ UTR422S

TOTO㈱
取付金具、　　

接続金物等含む

XNS2060WNKLE9
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仕様書・案内図・配置図

＃２３体育館便所改修工事

排水鋼管用可とう継手(MDｼﾞｮｲﾝﾄ) JPF MDJ 002

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

U P
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玄関

男子便所

＃２３体育館平面図　S=1:500

工事範囲
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撤去：和風便器

撤去：床置腰掛便器

撤去：紙巻器撤去：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
撤去：ｱﾙﾐ片開き扉

撤去：壁掛小便器撤去：壁掛洗面器

撤去：ｱﾙﾐ引違窓

撤去：鋳鉄製放熱器
五細柱（H=400×11枚）

撤去平面詳細図　S=1:30

撤去：室名札

撤去：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

撤去：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

４
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体育館平面図・撤去平面詳細図

撤去：鏡　

ｱﾙﾐ枠、木製化粧枠共

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日



Ａ展開図

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

D

A

C

方向
展開 B

展開方向図　S=1:X

Ｂ展開図

Ｃ展開図 Ｄ展開図

撤去：床置腰掛便器

撤去：紙巻器

撤去：紙巻器

撤去：壁付照明器具

　撤去：壁掛洗面器

撤去：自動洗浄器

撤去：ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

撤去：ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ
撤去：床置腰掛便器

撤去：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

撤去：壁掛小便器

撤去：自動洗浄器

　撤去：鋳鉄製放熱器
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撤去：ｱﾙﾐ引違窓
ｱﾙﾐ枠・木製化粧枠共

撤去：照明用ｽｲｯﾁ

撤去：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

撤去：ｱﾙﾐ片開扉

撤去：露出ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

ｱﾙﾐ枠・靴摺共

既設便所展開図　S=1:30

既設便所展開図

850

撤去：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

　撤去：和風便器

撤去：鏡

　撤去：壁掛小便器

洗浄管

洗浄管

５
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1,685

1
,2

95

　配線ﾒﾀﾙﾓｰﾙ(L=2.9m)共

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日
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作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

展開方向図　S=1:X

方向
展開 E

方向
展開F

既設便所展開図（廊下面）　S=1:30

既設便所展開図（廊下面）

６
16

Ｅ展開図 Ｆ展開図

撤去：ｽｲｯﾁ

撤去：ｱﾙﾐ片開扉

ｱﾙﾐ枠・木製化粧枠共
撤去：ｱﾙﾐ引違窓

撤去：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

撤去：ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

2,980 5,800

2,
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0

2,
40

0
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ｱﾙﾐ枠・化粧枠・靴摺共

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日



　EP塗装（塗種別A種）

　ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上(t=15㎜)

新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

新設平面詳細図　S=1:30
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3,
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400800800790700500

軽量鉄骨(50形)　

床下点検口

新設：便所側窓開口部閉鎖　 　新設：渡廊下側窓開口部閉鎖

新設：棚付２連式紙巻器

新設：床置腰掛便器　

新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

新設：大型陶板製床材

　新設：壁掛小便器
　新設：壁掛け洗面器

床下掃除口

床下掃除口

3,990

新設：ｱﾙﾐ製片引き戸

新設：ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ

新設：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
EP塗装仕上げ

新設：ｱﾙﾐ製三方枠

新設：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
EP塗装仕上げ

下地共

　ﾒﾀﾙﾗｽ

　軽量鉄骨(50形)

　EP塗装（塗種別B種）

新設平面詳細図

７
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1
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85

8.33ｍ2

2.23ｍ2

　新設：鏡

ｽﾃﾝﾚｽ製靴摺（見切り）付き

　防水紙

　耐水合板(t=12㎜)

耐水合板(t=12㎜)　

＃２３体育館便所改修工事

ﾒﾗﾐﾝ化粧板　

令和６年２月９日



作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者 吉 田 真 実吉 田 真 実吉 田 真 実吉 田 真 実吉 田 真 実吉 田 真 実吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科幌別駐屯地業務隊管理科
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図　　名図　　名図　　名図　　名図　　名図　　名図　　名

縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製工事関係者以外不許複製
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展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X展開方向図　S=1:X

Ｂ展開図Ｂ展開図Ｂ展開図Ｂ展開図Ｂ展開図Ｂ展開図Ｂ展開図Ａ展開図Ａ展開図Ａ展開図Ａ展開図Ａ展開図Ａ展開図Ａ展開図

Ｃ展開図Ｃ展開図Ｃ展開図Ｃ展開図Ｃ展開図Ｃ展開図Ｃ展開図 Ｄ展開図Ｄ展開図Ｄ展開図Ｄ展開図Ｄ展開図Ｄ展開図Ｄ展開図

新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材

新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材

新設：鏡新設：鏡新設：鏡新設：鏡新設：鏡新設：鏡新設：鏡

ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟ
　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器

新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸新設：ｱﾙﾐ片引き戸

新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器新設：棚付２連式紙巻器 新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器
自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　

新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ新設：ｳｫｼｭﾚｯﾄ用ｺﾝｾﾝﾄ

　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器
小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器　新設：壁掛け洗面器
ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙ混合水栓、止水栓、ﾎﾞﾄﾙﾄﾗｯﾌﾟ

　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器　新設：壁掛小便器
小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ小便器用自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整
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新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30新設便所展開図　S=1:30

新設便所展開図新設便所展開図新設便所展開図新設便所展開図新設便所展開図新設便所展開図新設便所展開図
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850850850850850850850

新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材新設：大型陶板製床材

110110110110110110110

110110110110110110110 110110110110110110110

新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設：ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整ﾀｲﾙ目地ﾓﾙﾀﾙ詰、不陸調整

８８８８８８８
16161616161616

新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器新設：床置腰掛便器
自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、ｳｫｼｭﾚｯﾄ　

5.0ｍ25.0ｍ25.0ｍ25.0ｍ25.0ｍ25.0ｍ25.0ｍ2 0.15ｍ2　0.15ｍ2　0.15ｍ2　0.15ｍ2　0.15ｍ2　0.15ｍ2　0.15ｍ2　
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新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板
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新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板 新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板

新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板

＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事＃２３体育館便所改修工事

新設：通気管新設：通気管新設：通気管新設：通気管新設：通気管新設：通気管新設：通気管
塗装仕上げ塗装仕上げ塗装仕上げ塗装仕上げ塗装仕上げ塗装仕上げ塗装仕上げ

新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板新設：浴室・水廻り用化粧板
1.0ｍ21.0ｍ21.0ｍ21.0ｍ21.0ｍ21.0ｍ21.0ｍ2

新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板新設：ﾒﾗﾐﾝ化粧板

新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ新設：ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ
下地共下地共下地共下地共下地共下地共下地共

新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　新設：便所側窓開口部閉鎖　

軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　軽量鉄骨(50形)　

耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　耐水合板(t=12㎜)　

ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ﾒﾗﾐﾝ化粧板　
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1,
33

0

・化粧縁

既設便所展開図　S=1:30

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

方向
展開 E

方向
展開F

1

AD

Ｅ展開図 Ｆ展開図

新設：ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

新設：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り
　塗装仕上げ

　ﾒﾀﾙﾗｽ

　防水紙

　ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上(t=15㎜)

　軽量鉄骨(50形)

　EP塗装（塗種別A種）

　新設：渡廊下側窓開口部閉鎖

新設：ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

建具表　S=1:X

展開方向・建具キープラン図　S=1:X

展開・建具キープラン図、建具表

符号・名称

形状及び寸法

材質及び仕上げ

数量

１

建具金物その他

AD

※　参考：LIXIL　ﾗｼｯｻ

ｱﾙﾐ製（細部仕上げはﾒｰｶｰ仕様とする。）

１ 扉厚さ ﾒｰｶｰ仕様

１

１

1,824

2,
03

0

アルミ製三方枠

見込み 225㎜程度

850

2,
15

0

AF

ｱﾙﾐ製（板厚=1.5㎜以上）

アルミ製片引き戸

・ﾚｰﾙｾｯﾄ

新設：EP塗装（塗種別B種）

1

AF

９
16

新設：ｱﾙﾐ製片引き戸

2,980 5,800

2
,
40

0

2
,
40

0

10
0

1,685

1,
33

0

・ｱｸﾘﾙ系ﾊﾟﾈﾙ
・不透明ﾊﾟﾈﾙ
・両側ﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
・ﾌﾞﾗｯｸ系統ｶﾗｰ
・その他メーカー指定付属品

1,685

ｽﾃﾝﾚｽ製靴摺（見切り）

・ｽﾃﾝﾚｽ製靴摺（見切り）（板厚=1.5㎜以上）

　耐水合板(t=12㎜)

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

1,200 4,200

3,
00

0

1,200 4,200

3,
00

0

凡 例

：換気設備

凡 例

：通気管

：ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

：換気設備

：蛍光灯明器具

：通気管

撤 去

新 設

12.60㎡

12.60㎡

3.60㎡

3.60㎡

：天井点検口（開口部補強共）

13.5ｍ

13.5ｍ 10
16

■撤去・新設一覧表

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張（t=9.5㎜）
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張（t=6.0㎜）

EP-G塗装仕上げ
天井廻り縁

：天井ﾎﾞｰﾄﾞ

＃２３体育館便所改修工事

既設天井伏図　S=1:40 新設天井伏図　S=1:40

既設・新設天井伏図

令和６年２月９日



SGP
撤去：既設通気管

撤去：既設排水管
排水用鉛管

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

3,
00

0

4,200

既設衛生設備（排水・通気）配管図　S=1:30 新設衛生設備（排水・通気）配管図　S=1:30

4,200

3,
00

0

撤去：既設排水管

撤去：床排水

SGP

ﾓﾙﾀﾙ充填埋殺し

新設：通気管

100A

50A

50A

75A

75A
75A

50A 75A 75A 75A

100A

75A
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発砲三層管（RF-VP）

排水

排水

―

―

３．４ｍ

４．０ｍ 11
16

既設・新設衛生設備（排水・通気）配管図

SGP（既設通気管に接続）露出部塗装

撤 去 新 設 備 考

100A

75A

管径

排水用鋳鉄管

排水用鉛管

使用管材

３．４ｍ

２．５ｍ

排水

排水

―

―

■撤去・新設配管一覧表

50A

５．７ｍ50A配管用炭素鋼鋼管（SGP-白）

配管用炭素鋼鋼管（SGP） 排水

通気

―０．７ｍ

４．７ｍ

＃２３体育館便所改修工事

　RF-VP（既設排水管へ接続）
　新設：排水管

100A

　撤去：既設排水管
　排水用鋳鉄管

令和６年２月９日



40A

作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

3,
00

0

4,200

既設衛生器具（給水・給湯）配管図　S=1:30 新設衛生器具（給水・給湯）配管図　S=1:30

4,200

20A

20A

20A

40A

25A

32A

20A 20A

20A20A

3,
00

0

20A

20A 25A 32A

撤去：既設給水管

撤去：既設ﾌﾗｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

新設：給水管
既設配管へ接続

既設・新設衛生設備（給水・給湯）配管図

12
16

撤去：既設混合水栓 撤去：既設小便器用自動水栓　 新設：小便器用自動水栓　新設：混合水栓　
既設配管へ接続　 既設配管へ接続　

新設：ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

新設給水管（SGP-PB）撤去給水管（SGP-PB）管 径

■撤去・新設配管一覧表

＃２３体育館便所改修工事

25A

20A20A

25A 32A

25A

撤去：既設ﾌﾗｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ　

32A（保温共）

25A（保温共）

０．６　ｍ

２．６　ｍ ２．４　ｍ

０．５　ｍ

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

蒸気床下配管平面図　S=1:30 換気設備平面図　S=1:30

撤去・新設：換気扇ｽｲｯﾁ

3,
00

0

4,200

3,
00

0

4,200

既設配線取外し、再接続

既設ﾀﾞｸﾄ（SD150φ）取外し、再接続
撤去・新設：ﾀﾞｸﾄ換気扇

撤去：既設蒸気給気管

撤去：既設蒸気還管

既設接続配管ﾒｸﾗ取付

既設接続配管ﾒｸﾗ取付

蒸気配管・換気設備平面図

SGP-黒　20A(L=1.7ｍ）撤去

SGP-黒　15A(L=1.5ｍ）撤去

13
16

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

1,200 4,200 1,200 4,200

1,
90

0

2
,4

00

50
0

金属線ぴＡ型(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ）

露出ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

EM-EEF2.0-3C

▽FL+2,400=トイレ天井

▽FL

新設漏電遮断機へ　

新設ｺﾝｾﾝﾄ位置参考図　S=1:40

予備

１

３

５

７

９

11

管理室・用具室他電灯

警報盤電源

玄関ﾎｰﾙｺﾝｾﾝﾄ

ｱﾘｰﾅｺﾝｾﾝﾄ

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場ｺﾝｾﾝﾄ

R.TR

予備

更衣室・ｼｬﾜｰ室他ｺﾝｾﾝﾄ

監理室・用具室ｺﾝｾﾝﾄ

更衣室ｼｬﾜｰ室ｺﾝｾﾝﾄ

ｱﾘｰﾅｺﾝｾﾝﾄ

2F機械室ｺﾝｾﾝﾄ

２

４

６

８

10

ＮＴ×14

【新設】漏電遮断機

Ｏ
Ｎ

ELCB　2P1E20A30mA
ハーフサイズ　１個新設

漏 電 遮 断 器

分電盤結線図（１L-1）　S=1:X

電気設備平面図・参考図・分電盤結線図

既設電気設備平面図　S=1:40 新設電気設備平面図　S=1:40

14
16
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FLR40W×1（ｽｲｯﾁ共）

3
,0

00

5,
80

0

3
,0

00

2ET 2ET2ET

撤去：壁付照明器具

撤去：VVF1.6-2C

撤去：照明器具

撤去：VVF1.6-3C

撤去：ｽｲｯﾁ

撤去：ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

撤去：ｽｲｯﾁ

照明配線（L=5.0m）

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ共
FLR40W×1

　ｽｲｯﾁ配線（L=11.0m）

撤去：ｽｲｯﾁ

撤去：照明器具
FL20W×1

ﾒｸﾗｶﾊﾞｰ取付処置

既設PF管使用

新設：ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

撤去：既設RC壁

新設：EM-EEF2.0-3C

新設：露出型ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ配線用（L=13.0m）

2P15A×2（接地付）

φ25（貫通処理）

人感ｾﾝｻｰ付
新設：LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

既設配線使用
新設：ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

新設：EM-EEF1.6-2C
照明配線用（L=11.0m）

既設ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ使用

使用材料名 備考数量

蛍光灯器具（FL40W×1　埋込） ３個

■新設材一覧表

EM-EEF 2.0-3C

EM-EEF 1.6-2C １１．０ｍ

１３．０ｍ

露出ｺﾝｾﾝﾄ（接地端子付） ﾒﾀﾙﾓｰﾙ共

LED照明器具（人感ｾﾝｻｰ付） １１個

３個

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ ２個

■撤去材一覧表

使用材料名 備考

VVF1.6-3C

VVF1.6-2C

数量

１１．０ｍ

５．０ｍ

ｽｲｯﾁ ４個

１個

３個

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ共

蛍光灯器具（FL20W×1）

蛍光灯器具（FL40W×1）

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

トイレブース内床撤去平面詳細図　S=1:20 トイレブース内床新設平面詳細図　S=1:20

620

3
0
0

620 620

3
0
0

620 620

3
0
0

3
0
0

撤去:床ｺﾝｸﾘｰﾄ 新設:床ﾓﾙﾀﾙ
φ65程度（既設通気管貫通部）

新設:床ｺﾝｸﾘｰﾄ
（既設和式便器設置部）

新設通気管配管用

撤去：床穿孔φ65程度
穿孔部防水処置（変成ｼﾘｺｰﾝ系）

撤去：床穿孔φ38程度
穿孔部防水処置（変成ｼﾘｺｰﾝ系）
新設床置腰掛便器給水管用

　撤去：床穿孔φ38程度

▽ﾋﾟｯﾄ床面

1
60

3
50

55
0

　撤去：床穿孔φ100程度
　穿孔部防水処置（変成ｼﾘｺｰﾝ系）
　新設床置腰掛便器排水管用

既設和式便器撤去

620

▽ﾋﾟｯﾄ床面

1
60

3
50

55
0

30
0

異径棒鋼　SD295A　D13＠150

　　差筋アンカー止め D13＠150

トイレブース内床撤去断面詳細図　S=1:20 トイレブース内床新設断面詳細図　S=1:20 床配筋参考図　S=1:20

トイレブース内撤去・新設詳細図、参考図

15
16

　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 t=160

　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

　ﾓﾙﾀﾙ（不陸調整）
床磁器質ﾀｲﾙ(25×25mm)張仕上
撤去:既設RC床 t=160 620

＃２３体育館便所改修工事

新設:床ﾓﾙﾀﾙ
φ38程度（既設給水管貫通部）

新設:床ﾓﾙﾀﾙ
φ75程度（既設床置型便器排水管貫通部）

令和６年２月９日



作成者 吉 田 真 実幌別駐屯地業務隊管理科

図 番

図　　名

図　　名

縮 尺

工事関係者以外不許複製

―

1,
90

0

ｻﾎﾟｰﾄ・巾木
ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板
ｔ＝30

上部棚板（ﾒｰｶｰ仕様）

ｴｯｼﾞ・笠木
ｱﾙﾐ製

200×300(角R付)

3,990

100 600 690 600 350 600 350 600 100

1
,
90

0

ｔ＝30
ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

FL

1,260

3,990

1,
26

0

30
0

200

※細部は製品仕様による

新設トイレブース参考図　S=1:20

新設トイレブース参考図

　平面図

　正面図 　　　側面図

上部棚板

16
16

＃２３体育館便所改修工事

令和６年２月９日



１  提供方法

    数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。

２  数量書に対する質問等

    数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明

  書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準

  じて行うものとする。

    質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。

    なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。

  質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回

  答する。

３  数量書の数量及び構成

 (1)　数量の算出は、次の基準により算出している。

    ア  建築工事

       「公共建築数量積算基準（平成２９年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

      制定」

    イ  土木工事

       「土木工事数量調書作成の手引き（平成３０年度版）整備計画局施設技術管

      理官制定」

    ウ  電気設備工事・機械設備工事

       「公共建築設備数量積算基準（平成２９年度版）国土交通省大臣官房官庁営

      繕部制定」

       「防衛施設設備積算要領（令和２年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

    エ  通信工事

       「防衛施設設備積算要領（令和２年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

       「通信工事積算要領（令和元年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

 (2)　数量書の様式は、次の書式を参考としている。

    ア  建築工事

       「公共建築工事内訳書標準書式（平成３０年度版）国土交通省大臣官房官庁

      営繕部制定」

    イ  電気設備工事・機械設備工事・通信工事

       「公共建築設備工事内訳書標準書式（平成３０年度版）国土交通省大臣官房

      官庁営繕部制定」

以上

数量公開の説明書

別紙第１



見積内訳（数量計算書）

工事範囲 場所

Ⅰ 建築工事

1 仮設工事

(1) 墨出し 12.60 ㎡ 12.60 便所内 4.2*3.0 4

(2) 養生 19.10 ㎡ 19.10 施工範囲 4

12.60 便所内 4.2*3.0 4

3.60 内廊下 1.2*3.0 4

2.90 外廊下 0.5*5.8 4

(3) 整理清掃後片付け 19.10 ㎡ 19.10 施工範囲 養生範囲と同じ 4

(4) 内部足場 脚立足場　階高4ｍ以下 19.10 ㎡ 19.10 施工範囲 養生範囲と同じ 4

(5) 内部足場運搬費 1.00 往復 1.00 1

(6) トラック運転 1.00 日 1.00 1

2 鉄筋工事

(1) 床配筋 あと施工ｱﾝｶｰ共 2.00 箇所 2 和便器撤去箇所 2 15

3 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

(1) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 300×620×160 2.00 箇所 2 和便器撤去箇所 2 15

(2) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ φ75程度まで 3.00 箇所 3.00 既設管貫通口 3 15

4 防水工事

(1) シーリング 変成ｼﾘｺｰﾝ（幅5×深さ5） 62.77 ｍ 62.77 8・9

12.89 壁A面 2.4+3.99+2.4+3.99+0.11 8

10.47 壁B面 2.4+2.78+2.4+2.78+0.11 8

13.00 壁C面 2.4+3.99+2.4+3.99+0.11+0.11 8

10.58 壁D面 2.4+2.78+2.4+2.78+0.11+0.11 8

4.80 壁E面 2.4+2.4 9

5.88 建具廻り引戸 2.03+1.824+2.03 9

5.15 建具廻り三方枠 2.15+0.85+2.15 9

5 金属工事

(1) 軽量鉄骨壁下地 ｽﾀｯﾄﾞ50形@300ｽﾀｯﾄﾞ高さH2.4m直張り用 4.36 ㎡ 4.36 既設窓部閉鎖 1.295*1.685*2 8

(2) 屋内天井下地開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 600×600㎜程度 2.00 箇所 2.00 便所内 2 10

(3) 天井点検口 600×600　ｱﾙﾐ製枠 2.00 箇所 2.00 便所内 2 10

6 左官工事

(1) 床不陸調整 12.60 ㎡ 12.60 便所内 4.2*3.0 7

(2) 壁不陸調整 30.36 ㎡ 30.36 便所内 ((2.4*3.9*2)+(2.4*2.78*2))-(2.0*0.85) 7

(3) ﾗｽﾓﾙﾀﾙ 壁（防水紙、ﾒﾀﾙﾗｽ貼り含む） 2.24 ㎡ 2.24 外廊下既設窓部閉鎖 1.33*1.685 9

7 建具工事

(1) ｱﾙﾐ製片引き戸 ｱﾙﾐ製片引戸幅1824×高さ2,030㎜ 1.00 箇所 1.00 便所内 1 7

(2) アルミ製三方枠 幅225×厚1.5 1.00 箇所 1.00 便所内 1 7

8 塗装工事

(1) EP-G塗装 (B種）天井ボード面 12.60 ㎡ 12.60 便所天井 図示 10

(2) EP塗装 (A種）モルタル面 2.24 ㎡ 2.24 外廊下既設窓部閉鎖 1.33*1.685 7・8

(3) EP塗装 (B種）モルタル面 9.44 ㎡ 9.44 外廊下 （5.8*2.4）-（2.24*2） 9

(4) EP塗装 (B種）壁ﾎﾞｰﾄﾞ面 5.42 ㎡ 5.42 内廊下 （2.98*2.4）-（2.03*0.85） 9

(5) ボード面素地ごしらえ B種 18.00 ㎡ 18.00 12.6+5.4 9

(6) ﾓﾙﾀﾙ面素地ごしらえ B種 11.68 ㎡ 11.68 2.24+9.44 9

9 内外装工事

(1) 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5㎜　不燃突付け 5.43 ㎡ 5.43 内廊下 （2.98*2.4）-（2.03*0.85） 9

(2) 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(ﾀｲﾌﾟ2,無石綿,0.8FK) 厚6.0mm 不燃突付け 12.60 ㎡ 12.60 便所天井 図示 10

(3) 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 910×455㎜厚9.5mm 不燃突付け 3.60 ㎡ 3.60 内廊下 図示 10

(4) メラミン不燃化粧板張り 壁 24.76 ㎡ 24.76 便所内

8.58 壁A面 （2.4*3.99）-（1.0） 8

6.67 壁B面 2.4*2.78 8

備考

＃２３体育館便所改修工事

単位 小計
計算式

図面番号連番 名称 適用 数量



見積内訳（数量計算書）

工事範囲 場所
備考

＃２３体育館便所改修工事

単位 小計
計算式

図面番号連番 名称 適用 数量

4.58 壁C面 （2.4*3.99）-（5.0） 8

4.93 壁D面 （2.4*2.78）-（2.05*0.85） 8

(5) 浴室・水廻り用化粧板 壁 6.15 ㎡ 6.15 便所内 1+5+0.15 8

(6) ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ﾄｲﾚ用防滑性ﾉｰﾜｯｸｽﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 8.33 ㎡ 8.33 便所内 図示 7

(7) 大型陶板製床材張り 床 2.23 ㎡ 2.23 便所内 図示 7

(8) ﾋﾞﾆﾙ幅木 H100mm 2.13 ｍ 2.13 内廊下 2.98-0.85 9

(9) 塩ビ天井廻り縁 9×12㎜、突付け 13.50 ｍ 13.50 便所内 図示 10

(10) 壁下地張 合板（t=12) 4.36 ㎡ 4.36 既設窓部閉鎖 1.295*1.685*2 8

10 仕上げユニット工事

(1) ピクトサイン ｱｸﾘﾙｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ 1.00 箇所 1.00 内廊下 1 7

(2) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1.00 式 1.00 便所内 1 16

11 撤去工事

(1) ｶｯﾀｰ入れ 一般 3.68 ｍ 3.68 既設和便器撤去箇所 （0.3+0.62+0.3+0.62）*2 15

(2) ビニル幅木撤去 一般 2.13 ｍ 2.13 内廊下 2.98-0.85 6

(3) 壁合板・ボード撤去 一重張り、一般 5.41 ㎡ 5.41 内廊下 （2.4*2.98）-（2.05*0.85） 6

(4) 天井合板・ボード撤去 一重張り、一般 16.20 ㎡ 16.20 便所内 3.6+12.6 10

(5) ｱﾙﾐ製片開戸撤去 片開き戸、枠共 1.74 ㎡ 1.74 便所内 2.05*0.85 5

(6) ｱﾙﾐ製引違窓撤去 引違窓、枠共 2.18 ㎡ 2.18 便所内 1.295*1.685 5

(7) 室名札撤去 1.00 ㎥ 1.00 便所内 1 4

(8) ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 1.00 式 1.00 便所内 1 4

(9) 発生材積込み ボード・木材類、人力 1.00 式 1.00

(10) 発生材積込み 鉄くず（構内運搬） 1.00 式 1.00

Ⅱ 電気設備工事

1 配管工事

(1) 壁貫通、貫通処理 （壁）貫通口径25㎜、コンクリート厚150㎜ 1.00 箇所 1.00

2 配線工事

(1) EM-EEF　1.6-2C 11.00 ｍ 11.00 便所内 図示 14

(2) EM-EEF　2.0-3C 13.00 ｍ 13.00 便所内 図示 14

(3) ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中型四角浅型（102×102×44） 2.00 個 2.00 便所内 2 14

(4) 金属線ぴ A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 5.70 ｍ 5.70 便所内 1.9*3 14

(5) 漏電遮断機 ELCB　2P1E20A30ｍA 1.00 個 1.00 分電盤 1 14

3 電灯設備工事

(1) 露出型コンセント 連用形2P15A×1（接地端子付） 3.00 個 3.00 便所内 3 14

(2) ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ 1.00 個 1.00 内廊下 1 14

(3) LED照明器具(ダウンライト埋込形） 11.00 個 11.00 便所内 11 14

4 撤去工事

(1) ｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ類 4.00 個 4.00 内廊下、便所内 4 14

(2) 線ぴ類 A型 2.90 ｍ 2.90 便所内 図示 5

(3) 600V絶縁ケ－ブル 天井、ピット内配線、1.6㎜ 16.00 ｍ 16.00 便所内 5+11 14

(4) 蛍光灯器具 ＦＬ 20Ｗ×1、埋込形 1.00 個 1.00 便所内 14

(5) 蛍光灯器具 ＦＬ 40Ｗ×1、埋込形 3.00 個 3.00 便所内 14

Ⅲ 機械設備工事

1 配管工事

(1) SGP-PB 25A 給水用 2.40 ｍ 2.40 便所内 図示 12

(2) SGP-PB 32A 給水用 0.50 ｍ 0.50 便所内 図示 12

(3) SGP-白 50A 通気用 5.70 ｍ 5.70 便所内 図示 11

(4) RF-VP 70A 排水用 3.40 ｍ 3.40 便所内 図示 11

(5) RF-VP 100A 排水用 4.00 ｍ 4.00 便所内 図示 11

2 配管付属品工事

(1) メクラ止め 蒸気管用（取付込み） 2.00 個 2.00 便所内 2 13



見積内訳（数量計算書）

工事範囲 場所
備考

＃２３体育館便所改修工事

単位 小計
計算式

図面番号連番 名称 適用 数量

3 保温工事

(1) 保温 SGP-PB　25A（PS内　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ21㎜ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ） 2.40 ｍ 2.40 便所内 図示 12

(2) 保温 SGP-PB　32A（PS内　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ20㎜ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ） 0.50 ｍ 0.50 便所内 図示 12

4 塗装及び防錆工事

(1) 配管塗装 配管用炭素鋼鋼管（白管）、露出、50A 2.40 ｍ 2.40 便所内 2.4 11

5 空気調和機設備工事

(1) 換気扇据付け 便所、天井埋込形 1.00 台 1.00 便所内 1 13

6 衛生器具設備工事

(1) 洗面器 混合水栓１ 個付 2.00 組 2.00 便所内 2 7

(2) 鏡 2.00 枚 2.00 便所内 2 7

(3) 床置腰掛便器 洗浄弁式 3.00 組 3.00 便所内 3 7

(4) 壁掛小便器 洗浄弁式 3.00 組 3.00 便所内 3 7

(5) ２連紙巻器 3.00 組 3.00 便所内 3 7

(6) ﾓｯﾌﾟ掛けﾊﾟﾈﾙ 壁掛け下地共 1.00 枚 1.00 便所内 1 7

7 はつり工事

(1) 機械はつり 貫通口径38㎜、コンクリート厚150㎜ 3.00 箇所 3.00 便所内 3 15

(2) 機械はつり 貫通口径65㎜、コンクリート厚150㎜ 1.00 箇所 1.00 便所内 1 15

(3) 機械はつり 貫通口径100㎜、コンクリート厚150㎜ 3.00 箇所 3.00 便所内 3 15

8 撤去工事

(1) SGP-黒 15A 蒸気用 1.50 ｍ 1.50 便所内 図示 13

(2) SGP-黒 20A 蒸気用 1.70 ｍ 1.70 便所内 図示 13

(3) SGP-排水用50A 排水用 0.70 ｍ 0.70 便所内 図示 11

(4) 鉛管　75A 排水用 2.50 ｍ 2.50 便所内 図示 11

(5) SGP-白　50A 通気用 4.70 ｍ 4.70 便所内 図示 11

(6) 鋳鉄管　100A 排水用 3.40 ｍ 3.40 便所内 図示 11

(7) SGP-PB　25A 給水用 2.60 ｍ 2.60 便所内 図示 12

(8) SGP-PB　32A 給水用 0.60 ｍ 0.60 便所内 図示 12

(9) 床排水 床排水金物50A 1.00 個 1.00 便所内 1 11

(10) 換気扇 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共 1.00 台 1.00 便所内 1 13

(11) 放熱器 鋳鉄製放熱器床置き20節以下 1.00 台 1.00 便所内 1 4

(12) 腰掛大器 洗浄弁式 1.00 組 1.00 便所内 1 4

(13) 和風便器 洗浄弁式 2.00 組 2.00 便所内 2 4

(14) 小便器 洗浄弁式壁掛小便器 3.00 組 3.00 便所内 3 4

(15) 洗面器 水栓１個付き 1.00 個 1.00 便所内 1 4

(16) 鏡 壁付 2.00 個 2.00 便所内 2 4

(17) 紙巻器 1連 6.00 個 6.00 便所内 6 4

Ⅳ その他

1 産業廃棄物処理

(1) 産業廃棄物処理 1.00 式 1.00 1



別紙第２

　「＃２３体育館便所改修工事」

記

１　 一般競争参加資格確認申請書

　(1)　住所、商号又は名称及び代表者名等を記載して申請して下さい。

  (2)  返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた

     所定の料金の切手を貼付した長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

２   同種の工事の施工実績

     貴社が元請（共同企業体による施工は、出資比率が２０％以上とする。）として施

   工実績のある同種の工事について記載して下さい。

  (1)  同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。

       「建築一式工事」又は「管工事」

  (2)  記載する工事は、平成２０年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを１

     件記載して下さい。

       なお、同種工事との判断が難しい場合は３件程度まで記載されても可とします。

  (3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。

  (4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。

  (5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。

  (6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は

     当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。

  (7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそ

     れぞれ簡潔に記載して下さい。

  (8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に

     ○を付し、登録番号を記載して下さい。

標準競争参加資格確認申請書作成要領

に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき付紙第１「一般競争参
加資格確認申請書」、付紙第２「同種の工事の施行実績」、付紙第３「配置予定の技術
者」を作成の上、各１部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含
む。）の発注した工事以外の者については、付紙第４「工程管理に対する技術的所見」を
作成の上、１部提出して下さい。
　なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただ
くものです。



３   配置予定の技術者

   貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技

   術者を記載して下さい。

  (1)  予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。

       また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支

     えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置する

     ことができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに

     当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技

     術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は

     不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整

     施（事）第150号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名

     停止を行うことがあります。

       入札後、落札者決定までの期間（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号｡）

     第８６条の調査期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定

     の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。

       この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。

       落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又

     は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。

  (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。

  (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を

     予定されている者が取得している資格等（一級建築士等）を適宜記載して下さい。

       なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。

  (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成２０年度以降に

     完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。

  (5)  記載する工事が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）

     の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。

       なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面

    （様式自由）により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。

  (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。

  (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。

  (8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。

  (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。

 (10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。

 (11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に

      ○を付し、登録番号を記載して下さい。

 (12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、

      本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。

 (13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している

      場合は、対応措置を記載して下さい。



４  工程管理に対する技術的所見

  (1)  本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作

     成して下さい。

  (2)  工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。

  (3)  作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。

５   提出場所、提出方法及び提出期間

  (1)  提出場所

       〒０５９－００２４　北海道登別市緑町３丁目１番地

       陸上自衛隊幌別駐屯地　第３２３会計隊幌別派遣隊

  (2)  提出方法

       持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）す

     るものとし、電送によるものは受け付けません。

  (3)  提出期間

       令和６年２月２６日から令和６年３月１８日午前８時１５分から午後５時まで。

     ただし正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。

６   競争参加資格の確認

     競争参加資格の確認は提出期限の日をもって行い、その結果は、令和６年３月２６日

   までに書面により通知します。

７   競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について

  (1)  競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を

     求めることができます。

  (2) (1)の説明を求める場合には、令和６年４月１日午後５時までに持参により提出

     して下さい。ただし、正午から午後１時までの間は受付を行っていませんので注意

     して下さい。

       書面の提出先

       〒０５９－００２４　北海道登別市緑町３丁目１番地

       陸上自衛隊幌別駐屯地　第３２３会計隊幌別派遣隊　　担当：中島

  (3)  説明を求められたときは、令和６年４月５日までに説明を求めた者に対してのみ、

     回答書面を送付します。

８   その他

  (1)  資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。

  (2)  提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。

  (3)  提出された資料は、返却いたしません。

  (4)  提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。

  (5)  資料提出に関する問い合わせ先

       TEL ０１４３－８５－２０１１(内線３４５)　担当　中島



付紙第１

令和    年    月    日

分任契約担当官

陸上自衛隊幌別駐屯地

第３２３会計隊幌別派遣隊長　中島　陽介　　殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

　令和６年２月２６日付で入札公告のありました「＃２３体育館便所改修工事」

に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

  なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する

者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。

記

１ 入札説明書６(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面

２ 入札説明書６(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面

３ 入札説明書６(3)エに定める契約書の写し

４ 入札説明書６(3)ウに定める工程表を記載した書面

５ 資格審査結果通知書の写し

以　 上

注１） 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加え

     た所定の料金の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

注２） ４項は提出者のみ記載して下さい。

一般競争参加資格確認申請書



付紙第２

会社名

工 事 名

発 注 機 関 名

工 事 場 所 （都道府県名、市町村名を記入する。）

契 約 金 額 （百万円単位で記入する。）

工 期 　　　　年 　　　月　～　　　　年 　　　月

受 注 形 態 　単体／ＪＶ（出資比率）

構 造 形 式

規 模 ・ 寸 法

使 用 機 材 ・ 数 量

施 工 条 件 （市街地・軟弱地質等）

そ の 他

　有（CORINS 登録番号 　　　　　　　） ・　無

注）１  必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

    ２  CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

     「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

     「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

    ３  記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発注

      した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書

      等の写しを添付すること。

工
事
名
称
等

工
事
概
要

CORINS登録の有無 

同種の工事の施工実績



付紙第３

会社名

主任技術者又は監理技術者

（学校名、学科名及び卒業年次を記入する。）

工事概要 工 事 名

発 注 者 名

工 事 場 所 （都道府県名、市町村名を記入する。）

契 約 金 額 （百万円単位で記入する）

工 期 　　　年 　　　月　～ 　　年 　　　月

従 事 役 職 （現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）

工 事 内 容

CORINS登録 の有無 　有（CORINS登録番号　　　　　 ） ・　無

工 事 名

発 注 者 名

工 期 　　　年 　　　月　～ 　　年 　　　月

従 事 役 職 （現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）

本工事と重複する

場 合 の 対 応 措 置

CORINS登録 の有無 　有（CORINS登録番号　　　　　 ） ・　無

注）１  必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

    ２  CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

     「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

     「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

    ３  記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発注

      した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書

      等の写しを添付すること。

配置予定の技術者

（施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月
日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び
登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び
修了証番号を記入する。）

申請時におけ
る他工事の従
事状況等

項 目

氏 名

 最　終　学　歴 

法 令 に よ る
資 格 ・ 免 許



付紙第４

工事名：

会社名：

1 10 11 20 21 30 1 10 11 20 21 31 1 10 11 20 21 30 1 10 11 20 21 31 1 10 11 20 21 31 1 10 11 20 21 30 1 10 11 20 21 31

■工程管理に対する技術的所見

工 程 表

項
目

単
位

数
量

＃２３体育館便所改修工事

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月



                        

別紙第３ 

  令和   年   月   日 

  

  

誓 約 書 

  

分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介  殿                                        

                       住      所                                    

            商号又は名称              

                                 代 表 者 氏 名              

  

  

弊社は、過去     年間に防衛省発注の工事（業務）を完成（完了）・引渡ししており

ますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事（業務）

を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、ま

た、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者

の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等

であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上

の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いた

します。   



                         

別紙第４ 

 令和   年   月   日  

  

  

誓 約 書 

  

分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介  殿                                        

                                 住      所      

                      商号又は名称         

                                  代 表 者 氏 名               

  

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、

また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注

者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員

等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務

上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約い

たします。  

  



別紙第５

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

提出業者名に誤りがある場合

工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に
異なる場合

工事費内訳明細書の無効に該当する事項

４ その他
他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合
理性がなく、極めて不自然な場合

１ 未提出であると認められる場合

工事費内訳明細書が白紙である場合

工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合

２ 記載すべき事項が欠けている場合 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合

３ 記載すべき事項に誤りがある場合

発注案件名に誤りがある場合



別紙第６ 

（用紙Ａ４版） 

業務従事者一覧 

監理（主

任・管

理）技術

者 

氏名 
 

所属 
 

役職 
 

学歴 （中学校以降を記載） 

職歴 
 

業務経験 
（特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験が

あれば積極的に記載） 

研修実績その他の経歴 
（特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修が

あれば積極的に記載） 

専門的知識その他の知見 
（特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する

専門的知識があれば積極的に記載） 

資格 
（特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格が

あれば積極的に記載） 

母語及び外国語能力  

国籍その他文化的背景 
 

業績等 
（特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績が

あれば積極的に記載） 

現場代理

人 

氏名 
 

所属 
 

役職 
 

学歴 
 

職歴 
 

業務経験 
 

研修実績その他の経歴 
 

 
 

 



 

現場代理

人 

専門的知識その他の知見 
 

資格 
 

母語及び外国語能力 
 

国籍その他文化的背景 
 

業績等 
 

担当技術

者 

氏名 
 

所属 
 

役職 
 

学歴  

職歴 
 

業務経験 
 

研修実績その他の経歴 
 

専門的知識その他の知見 
 

資格 
 

母語及び外国語能力 
 

国籍その他文化的背景 
 

業績等 
 

注： 1  不要な行は削除すること。 

2  記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 

3  内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。 



別紙第７ 

（用紙Ａ４版） 

取扱い制限情報に関する社内規則 

項目 内容 

取扱い制限情報に関

する社内規則 

□ 社内規則がある 

□ 社内規則に類する資料がある 

□ 社内規則及びそれに類する資料がない 

注： 1  いずれかの「□」に「■」を付す。 

2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 

3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。  



                       

令和   年   月   日  

  

申 出 書 

  

分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介  殿                                        

                                 住      所   

                       商号又は名称  

                                  代 表 者 氏 名             印  

  

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する

者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づ

きその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等

に対してその提供を要求しないことを申し出ます。  

   

代表者 （記名） 

役 員  （記名）  

  

  

  

  

 ※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。  

 ※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別紙第８ 

（用紙Ａ４版） 

指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧 

親会社 

会社名 
 

代表者名 
 

本社所在地 
 

地域統括

会社 

会社名 
 

代表者名 
 

本社所在地 
 

ブラン

ド・ライ

センサー 

会社名 
 

代表者名 
 

本社所在地 
 

フランチ

ャイザー 

会社名 
 

代表者名 
 

本社所在地 
 

コンサル

タント 

会社名 
 

代表者名 
 

本社所在地 
 

 □ 親会社等が存在しない 

注： 1  不要な行は削除すること。 

2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。 

3 内容を証明する資料を提出すること。HP等出来合いの資料で可。 

 

 



別紙第９ 

（用紙Ａ４版） 

取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料 

項目 内容 

取扱い制限情報に関

する資料 

□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明

記された資料がある 

□ 上記に類する資料がある 

□ 資料がない 

注： 1  いずれかの「□」に「■」を付す。 

2 資料がある場合は、その写しを提出する。 

3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。  



                       

  令和   年   月   日  

  

申 出 書 

  

分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介  殿                                        

                                 住      所              

                      商号又は名称     

                                 代 表 者 氏 名              

  

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統

括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監

督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又は

その他情報提供の対象とならないことを申し出ます。  

   

親会社 （商号又は名称・代表者氏名）  

地域統括会社 （商号又は名称・代表者氏名）  

ブランド・ライセンサー （商号又は名称・代表者氏名） 

フランチャイザー （商号又は名称・代表者氏名）  

コンサルタント （商号又は名称・代表者氏名）  

  

  

  

 



別紙第１０ 

 

建設工事請負契約書（案） 

 

１ 工事名 ： ＃２３体育館便所改修工事 

 

２ 工事場所： 陸上自衛隊幌別駐屯地 

 

３ 工 期 ： 令和 ６年  月  日から 

令和 ６年１０月３１日まで 

 

４ 請負代金額：￥－ 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥‐） 

 

５ 契約保証金：免 除 

 

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次

の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記

載の工事を共同連帯して請け負う。 

 

本契約書の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

令和 ６年  月  日 

 

 

 

発注者  分任契約担当官 

陸上自衛隊幌別駐屯地 

第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介 

 

 

受注者  住 所  

     会社名  

     代表者  

 



現 場 説 明 書 

 

  

 

第１ 一般事項 

１ 入札（又は見積書の提出）について 

(1) この工事の入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書、入札心得書、

建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書を提出するこ

ととする。 

(2) この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。  

 

２ 契約の保証について  

(1) 受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下のいずれかの書類を提出

しなければならない。 

   ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書  

(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の

取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関

である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労

働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組

合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合（以下「銀行等」

という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８

４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」という。）と

する。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯地 第３２３会

計隊幌別派遣隊長 中島 陽介」と記載されるように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の

支払いであること。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載さ

れる工事名が記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とすること。ただし、予算

決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条の調査（以下「低入札

価格調査」という。）を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３

の金額以上とする。 

(ｶ) 保証期間は、工期を含むこととすること。  

(ｷ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるこ  



ととする。  

(ｸ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更す

る場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。  

(ｹ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から

支払われた保託金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。  

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収

する。  

(ｺ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等か

ら保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行

等に返還することとする。  

イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の雇行を

保証する保証である。  

(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯

地 第３２３会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介」と記載されるように申し込む

こと。  

(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載

される工事名が記載されるように申し込むこと。  

(ｴ) 保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札価

格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以上と

する。 

(ｵ) 保証期間は、工期を含むこととすること。  

(ｶ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更す

る場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。  

(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支

払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、

違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。  

ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券  

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約す

る保険である。 

(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。  

(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯地 第３２３

会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介」と記載されるように申し込むこと。 

(ｴ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載 

される工事名が記載されるように申し込むこと。  

(ｵ) 保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札価



格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以上と

する。  

(ｶ) 保険期間は、工期を含むこととすること。 

(ｷ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は、契約担当官等の指示に従うこと。  

(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支

払われた保険金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、

違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。  

(2) 前号の規定にかかわらず、１件につき契約金額が予算決算及び会計令第１００条 

の２第１項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、 

契約の保証を付さなくてもよいこととする。  

 

３ 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について 

(1) 前払保証約款第７条の２に基づく被保証者（発注者）から保証事業会社に対する

通知は、建設工事請負契約書第３７条第３項に定めるところにより、受注者が直ち

に行うこととする。  

(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者

に対して通知することとする。   

 

４ 建設工事請負契約書案について  

(1) 第１条関係（総則） 

ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任

において定める。 

イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

ウ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなけ 

ればならない。 

(2) 第２条関係（関連工事の調整） 

受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しな

ければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は

必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。  

(3) 第６条関係（一括委任及び一括下請負の禁止）  

下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事１件として発注で

きるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の１人の建設業者に下請

負させるような場合についても本条に該当する。  

(4) 第７条関係（下請負人の通知） 

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の



担当責任者の氏名等を含む。  

(5) 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等）  

ア 専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

ある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に３

か月以上の雇用関係にあるものをいう。  

イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者とする。  

ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること（専任）だけでなく、更に作

業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味

する。また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者

において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上

必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風

紀の維持等もこれに含まれる。  

(6) 第１１条関係（履行報告） 

「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、

施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。  

(7) 第１７条関係（工事用地の確保等）  

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。

「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 

(8) 第２０条関係（設計図書の変更）  

設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととする

が、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契

約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。  

(9) 第２１条関係（工事の中止）  

第３項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続航

に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不

要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労

働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

(10) 第２６条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）  

ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）は、

残工事の工期が２か月以上ある場合に行う。  

イ 第１項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそ

れのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。  

(11) 第３０条関係（不可抗力による損害）  

ア 第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。  

イ １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を超



えるときは２０万円）に満たないものは、損害額に含めない。  

(12) 第３６条関係（前金払）  

ア 受注者は、請負代金額が１０００万円以上で、かつ、工期が１５０日以上の工

事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。また、

その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後において

は変更することはできない。  

イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定

する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、

請負代金額の１０分の２以内の中間前金払の支払を請求することができる。 

ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１（国庫債務負担行為に基づく契

約にあっては、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、おおむね

工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面（現場搬入の検査

済み材料を含む。）でも２分の１（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当

該年度の出来高予定額の２分の１）以上である場合に行うこととする。  

エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第１項中「１０分の４」を

「１０分の２」に、第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」

を「１０分の４」に、第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、

「１０分の６」を「１０分の４」と読み替えることとする。   

(13) 第３７条関係（保証契約の変更）  

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更

は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の

前払金額を下らないこと。  

(14) 第４３条関係（瑕疵担保）  

第２項における瑕疵担保期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事

の場合は１年とし、コンクリート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建

設工事は２年とする。ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約す

る場合における設備工事の担保期間は１年とする。  

(15) 第４９条関係（解除に伴う措置）  

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 

「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。  

(16) 第５０条関係（火災保険等） 

建設工事請負契約書第５０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に

付する場合の取扱いは、次のとおりとする。  

なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議すること

とする。  

ア 受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保すること



とする。 なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを

妨げるものではない。 

(ｱ) 火災、落雷、爆発又は破裂  

(ｲ) 台風、せん風、暴風雨の風災  

イ 保険金は、原則として請負代金額とする。  

ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後１

４日とする。  

エ 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。 

(ｱ) 解体、撤去、分解又は取片づけ工事 

(ｲ) 建物の基礎工事及び外溝工事  

オ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、

当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。  

力 受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の写し

を契約担当官等に提示しなければならない。  

(17) 第５４条関係（あっせん又は調停）  

建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通

大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該

都道 府県建設工事紛争審査会とする。 

なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会と 

する。 

 

５ 指導事項について  

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円 

  滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において 

  明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、 

  適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努め 

ること。  

(2) 建設工事の適正な施工の確保について  

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請その他不適切な形

態の下請契約を締結しないこと。  

イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。  

ウ 建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければなら 

 ない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等 

を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接 

的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合において、 

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること 



とし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。  

エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。  

(3) 労働福祉の改善等について  

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金 

  制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。  

(4) 建設業退職金共済制度について  

ア 建設業者は、建設業退職金共済組合（以下「組合」という。）に加入するととも 

に、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働 

者の共済手帳に証紙を貼付すること。  

イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締 

 結後１か月以内に提出すること。  

なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらか

じめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。  

ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の 

 指名等について考慮することがある。  

エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求 

 めことがある。  

  オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、 

掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並び

に証紙の購入及び貼付を促進すること。  

カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合 

は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する 

方法もあるので、下請契約における注文者は積極的に受託するようにすること。 

受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であ 

る旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場 

合を除き、これに協力すること。  

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について 

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。  

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。  

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等

の利益を不当に害することのないようにすること。 さし枠の装着又は物品積載装

置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにする

こと。 

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出

入りすることのないようにすること。 

オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。  



カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先

的に使用すること。  

キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化に

よる運送免許の取得を促進するよう指導すること。  

ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、

正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。  

ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関す

る配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事

故を発生させたものを排除すること。  

コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。  

(6) 分別解体等実施義務について  

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）第９条第１項の規定による分別解体等をしなければならない。  

(7) 防経施第６９９３号（２０．６.５）「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除 

  の推進について（通達）」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとす 

る。  

ア 下請等から暴力団を排除するための措置について  

    都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事（以下「発 

   注工事」という）から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格 

業者については、下請等として使用しないこと。  

イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

   (ｱ) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介

入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入

があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う

こと。  

(ｲ) (ｱ)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。  

(ｳ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅

れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。  

ウ 通報等義務を怠った場合の措置について 

(ｱ) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠 

った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行 

うこととする。  

(ｲ) (ｱ)よる指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させ 

  ることとする。  

(ｳ) (ｱ)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。  



(ｴ) (ｱ)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこ

ととする。  

 

６ 入門手続について  

(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指 

  名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要 

として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち 

入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うこ 

ととする。  

(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監

督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出の

うえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入ることとする。 

 

 

第２ 特記事項 

１ 工期の厳守について  

本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。  

 

２ 本工事の施工期間及び施工時間は、次のとおりとする。  

施工期間 契約日から令和６年１０月３１日まで 

  施工時間 概ね 09:00 から 17:00 までを基準とし、その他の時間帯の施工について

は別途発注者との調整を要する。 

   

３ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、次の期間において工事現場への専 

任を要しないこととする。  

・本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間  

・工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、 事務

手続き、後片付け等のみが残っている期間  

 

４ 本工事から発生する発生材については、鋼材類は監督官の指示した場所に搬入・集 

積して発生材調書と共に発注者に引き渡すものとし、それ以外については受注者の負 

担と責任において合法的に処理し、処理完了マニュフェストを提出する。   

 

５ 工事用水及び工事用電力は、水タンク持込及び発動発電機とする。  

 

 



６ 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。  

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守  

(2) 建設工事に係る法令の遵守  

(3) 労働福祉の改善 

(4) 建設業退職金共済制度の活用  

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止  

(6) 廃棄物の不法投棄の防止   

 

７ 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手 

続は、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく 

建物等の評定申請はこの限りではない。  

 


